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特集2 みずほ問題とコーポレート・ガバナンス

1.大規模なシステムトラブルの発生と

その内容

この4月の「みずほ」を冠した2つの兄弟

銀行のスタートは、他に類を見ない大規模

なシステムトラブルを 引き起こし、顧客

の信頼を裏切る結果となった。「とても銀

行と呼ぶに値しない混乱」（現職の行員や

ＯＢ）が起こり、事後処理も惨澹たるあり

さまであった。

なぜこのような事態を招いてしまったの

か。言論NPOは、「みずほ」の混乱は日本

の企業経営のコーポレート・ガバナンス

（企業統治）のあり方をめぐる議論を深め

る貴重な題材と考え、みずほの行員らにヒ

アリングを行なってきた。協力していただ

いた行員は20人を超える。行員たちの思い

は、「みずほ」の混乱を収束させるだけで

はなく、「みずほ」を抜本的に立て直した

いということである。

トラブルの原因について現段階では「み

ずほ」側から公式の説明はない。これは5

月8日から始まった金融庁・日銀の検査の

結果を待つことになるが、経営のガバナン

スという問題の核心についてはおそらく十

分な説明は期待できないであろう。私たち

がこのリポートを公表するのは「みずほ」

の再生だけではなく、日本企業の経営改革

を進めるためにも、その問題点をさまざま

な角度から検討し、教訓を引き出す必要が

あると考えたからである。

A. みずほ銀行のシステム障害

まず、みずほ銀行におけるシステム障害の

内容を整理しておこう。

i. オンライン（ＡＴＭ）障害

* 旧富士銀行（以下、富士）のＡＴＭで

富士以外のキャッシュカードが使用不能

* 富士以外のＡＴＭで富士のキャッシュ

カードが使用不能

* ＡＴＭ取引で現金が払い出しされない

のに預金残高が減少
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* イーネット（コンビニ）のＡＴＭの取

り扱い停止

ii. バッチ処理障害

* 口座振替処理の大量、大幅遅延（ピー

ク時250万件）

* 口座振替処理に絡み二重引き落としや

二重送金が発生

上記のうち、オンライン障害は、4月1日

は終日にわたって、また4月8日にも一時的

に発生。口座振替の遅延は4月上旬中混乱

が続いた。特に、公共料金の振替で収納先

へのデータ還元が大量かつ大幅に遅延、電

力会社等の料金収納事務の混乱を引き起こ

した。これらのシステムトラブルは、新聞

等で報道されたように、みずほ銀行におけ

るコンピューターシステムの障害や事務処

理のトラブルであった。しかし、口座振替

などの決済システムについては、みずほ

コーポレート銀行もみずほ銀行のシステム

に依存する 仕組みになっていることから

両行の顧客に大きな影響を与えた。

B. みずほコーポレート銀行におけるトラ

ブル

みずほ銀行のシステム障害に加えて、み

ずほコーポレート銀行においてもさまざま

なトラブルを引き起こした。具体的には、

上記の口座振替の大量遅延、振替ミス等の、

みずほ銀行のシステム障害に伴うトラブル

の他に、

i. 小切手や手形の取立等にかかわるミス。

ii. 決済系を中心とする従来のサービスの

中断。

iii. 残高照合の遅延。

iv. 外為取引等の遅延、ミス、取引制限。

などである。

みずほ銀行のシステム障害は応急対応で

一応、解消されつつあるが、みずほコーポ

レート銀行の問題については企業の銀行取

引の利便性が長期間にわたって損なわれる

可能性が高く、こちらの方が問題の根はむ

しろ深いかもしれない。

2.システム障害の原因と背景

A. システム障害の直接的原因

こうしたトラブルの原因についてはさま

ざまな報道があるが、まず報道で指摘され

た内容を3行の行員などの証言をもとに検

証、さらに可能な限りそうした混乱を招い

た経営の実態に迫ろうと私たちは考えた。

i. みずほ銀行

まず、みずほ銀行のシステム障害につい

て、直接的原因は、(1)コンピューターシ

ステムの欠陥、(2)大量集中事務処理の混

乱、(3)事後処理の不手際｠が重なったこと

であることは間違いない。最大の問題であ

る｠(1)｠については、具体的にどの部分に問

題があったかは分からないが、旧第一勧業

銀行(以下、DKB)、富士両行の勘定系シス

テムを繋ぐシステムに設計ミスがいくつか

あったことによるものとみられている。シ

ステム障害に拍車をかけたのが｠(2)｠であっ

たが、これは現場行員が新しい事務処理の

やり方に不慣れだったことが主因であろ

う。(3)｠についても、組織が変わって、管
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理部門の状況把握能力が低下し的確な指示

が迅速に出せなかったことによるところが

大きい。

ii.みずほコーポレート銀行

みずほコーポレート銀行は旧日本興業銀

行(以下、IBJ)のコンピューターシステム

を採用した。同行のシステムは処理能力の

点で、都市銀行が取り扱っていた決済取引

など、大量の銀行取引をさばくには不向き

であった。この点は、現場ではかなり早い

段階から分かっていたが、声は経営陣まで

届かなかったか、あるいは届いても無視さ

れた可能性がある。いずれにせよシステム

の容量不足から、 外為等の取引持込を制

限したり、従来ＤＫＢや富士で取り扱って

いたサービスが提供できなくなったり、新

しい商品やサービスの開発がストップする

という事態に追い込まれている。

みずほ銀行同様、内部事務が混乱したが、

これは、(1)みずほコーポレート銀行の顧

客が、口座振替などではみずほ銀行のシス

テムを利用する仕組みになっていたため、

同行のシステム障害の影響を被ったこと

(2)ＤＫＢ、富士両行の行員を中心に新し

いシステムおよびその事務手続きに不慣れ

だったなどの理由による。

C.システム構築や事務処理体制整備に関わ

る経営管理上の問題

以上見てきたように、スタートに時の

「みずほ」では、業務の混乱が、コン

ピューターシステムや事務処理体制の不備

に起因するものであった。ただ、問題はシ

ステムの現場、あるいは事務処理の現場の

不手際だけではない。背後に、経営の問題

があるはずである。

そこで、今回のシステム障害問題を「み

ずほ」の経営という観点から以下の3点に

ついて改めて点検してみよう。(1)事前準

備は万全であったか　(2)経営陣は準備の

進捗状況を把握していたのか　 (3)不測の

事態に備えたコンティンジェンシープラン

(危機管理対策)は用意されていたのか、の

3点である。

i. 事前準備の状況

事前準備については、万全とは程遠く、

極めて不十分なまま見切り発車した可能性

が高い。第1に、そもそもシステムが完成

された状態になっていなかったのではない

かという点である。統合目前のこの3月に

なっても、システムの都合で一部の取引が

できなくなったとか、口座振替のデータの

持ち込み方法の変更を顧客に急遽依頼す

る、といったことが頻繁にあったためで、

複数の行員は「こんなことで統合ができる

のかと思った」と証言している。

第2に、システム統合に不可欠の事前テ

ストである。これも実施はしたが、十分な

負荷をかけた入念なテストではなかったよ

うだ。現場では、準備の状況や事前テスト

の結果からみてこのままでは危ないという

指摘もなされていたという。これについて

は、大手コンピューター会社の関係者も

「意味のある負荷テストは全く実施できな

かった」と証言している。

第3に、これだけの膨大なシステムを正

常に動かしつつ、銀行業務を的確にこなす

には、窓口業務から事務処理、システム稼



動まで、広範な業務に携わる教育や訓練が

欠かせない。これも不十分であった。多く

の職員は新しい銀行の組織や店舗網、事務

マニュアル等に慣れておらず、システムが

作動する、しない以前の人為的ミスも多

かった。例えば600ヵ所に及ぶ支店の名前

やコード番号、組織・部署名業務用語、事

務手続き、端末のオペレーションの仕方等

が一気に変わった。また、統合に伴い、取

引先の集約が行われたため、営業担当者も

不慣れな取引に忙殺された。さらに、組織

が大きく変わるとともに、人の入れ替えも

多数にのぼったため、トラブル等の照会に

相当手間取ることとなった。こうした状況

の中でシステム障害が発生、現場の行員は

文字通り不眠不休で業務の正常化に取り組

んだということである。現場の大混乱はこ

のことを物語っている。

ii. 経営陣の準備状況についての把握

次に、経営陣の準備状況の把握であるが、

これも不正確であり、事前準備の進捗状況

を刻一刻把握し、問題があればシステム統

合の延期も検討するといった緊張感のある

対応はなかったもようである。コンピュー

ターシステムや事務処理体制の準備不足

は、多くの行員が事前に懸念していたとこ

ろであった。これが経営陣に伝わらなかっ

たか、伝わっても一部の経営陣に限られた

可能性があり、経営全体では重要な情報と

して認識されなかった。いずれにせよ、統

合計画の見直しにはつながらなかった。

さまざまなシステムテストが統合に向け

て行われたが、その結果は現場の声にもか

かわらず、経営側に「順調に進んでいる」

という報告が大混乱の3月末まではなされ

ていたという証言もある。事実とすれば、

混乱の可能性を指摘していた現場レベルの

認識とは明らかに食い違っていたことにな

る。

また1月、UFJ銀行統合に発生したシス

テムトラブルについて、一部の顧客から同

様の問題がみずほの統合時でも起こりえる

のではないかという強い懸念が寄せられ、

一部の企業からは独自のテストを行うよう

に依頼があった。こうした状況について、

現場からは「対応に自信がもてない」とい

う報告が挙げられたが、これが経営トップ

にまで伝わった形跡はない。

この点については経営者側の詳しい説明

が必要だが、少なくとも私たちのヒアリン

グの結果からは、経営側が現場の認識から

かなり乖離している状況が浮き彫りになっ

ている。そもそも「みずほ」の経営陣は、

今日の銀行におけるコンピューターシステ

ムの重要性を十分認識していなかった可能

性が大きい。統合時にどのようなシステム

にするか、最終的に決定するのが遅れ、そ

れが完璧なシステムを 構築する上で最大

のネックになったわけである。

システム構築の遅れは、事務処理手続き

の制定の遅延、さらに、それに基づいた行

員研修にしわ寄せがくるといった悪循環を

つくりだした。経営陣がコンピューターシ

ステムの重要性を十分認識していれば、こ

うした無理な事前準備は避けられたであろ

う。
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iii. コンティンジェンシープランの有無

コンティンジェンシープランについて

は、少なくとも適切にワークするもの、あ

るいは、今回のような事態を想定したもの

はなかったと言えよう。システム障害の事

後処理にあたって、対応方針の遅れや迷走

が混乱に拍車をかける結果となったのがそ

の証拠である。(1)4月1日の混乱の後、

ATM障害の程度や原因が究明されていな

い中で早々と復旧宣言を出してしまったこ

と、(2)行内の対策本部の設置が障害発生4

日後にずれ込んだこと等である。

D. 情報システムに対する経営陣の理解不

足

以上で見たように、「みずほ」のスター

トに際して業務の混乱を引き起こしたコン

ピューターシステムや事務処理体制の不備

は、事前準備が不十分だったにもかかわら

ず、そのリスクを十分認識せず組織統合を

見切り発車したことによるものということ

ができるだろう。

このことは、「みずほ」の経営陣が、現

代の銀行業務におけるコンピューターシス

テムの重要性を十分理解していなかったと

いうことを示唆している。情報通信技術の

発展に伴い、銀行業務は、隅々までコン

ピューターシステムによって支えられてい

ると言っても過言ではない。さらに、銀行

のコンピューターシステムは、企業のコン

ピューターシステムに接続し、企業の財

務・経理にとって情報処理機能の一翼を担

うなど、基礎的な経済インフラとなってい

る。その機能不全は、経済活動に重大な影

響を与える。

こうした状況を正しく認識していれば、

銀行経営者は、コンピューターシステムと

事務処理体制について完璧を期すべく、入

念な準備を最優先し、リスク管理も徹底し

たはずである。さらに言えば、優れたシス

テムの活用は銀行の商品・サービスの競争

力向上に直結するものでもある。

「みずほ」の経営陣は、システム投資の

強化をこの統合の主目的の1つに挙げたが、

システムの重要性について本質的なところ

で理解が足りなかったと言えよう。このこ

とが、統合時にどのようなシステムにする

か、最終的に決定するのが大きく遅れた原

因であると言える。言い換えれば、決済シ

ステムという銀行の重要な機能が麻痺する

という前代未聞の事態を招いたのは、シス

テム構築に十分な時間がかけられず、結果

として不完全なシステムで見切り発車をし

てしまったからである。

E. ビジネスモデル上の問題

行員へのヒアリングで明らかになったの

は、今回のシステム障害は、「みずほ」の

ビジネスモデルに起因する問題が大きな影

響を与えているのではないかということで

ある。「みずほ」のビジネスモデルとは、

持ち株会社の傘下に中堅・中小企業および

個人を顧客とする「みずほ銀行」と大企業

を顧客とする「みずほコーポレート銀行」

の2つの銀行をつくるというものであるが、

この構想を検討するにあたっては、それぞ

れの行内では2つの銀行をつくることへの

疑問やそのシステム構築の難しさを指摘す
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る声がかなりあったという。

銀行を2つに分割することについては、

そのプロセスがきわめて煩雑になる上、シ

ステム面の準備にも非常に大きな負荷がか

かるという問題が指摘されていた。顧客か

ら見ても本当に利便性が高まることになる

のかということも懸念され、銀行を1つに

まとめ、コンピューターシステムも一本化

するという案も一部にあった。しかし、単

純に3行を合併すると規模が巨大になり過

ぎ、経営のコントロールが困難になるとい

うことなどから、統合準備の場で議題に上

るには至らなかったということである。

ビジネスモデル自体の問題はさておくと

しても、このビジネスモデルにふさわしい

コンピューターシステムはどういうものな

のかという観点からの議論は極めて不十分

だった。そして、システムの選択はどの銀

行のものをベースにするかという次元の議

論に傾斜していく。さまざまなコンサル

ティング企業からこの点について提案も

あったが、「システム戦略などは求めてい

ない」などの発言も経営陣にあったという。

結局、3行の中でどの銀行を主軸に据える

のか、またはそれぞれのコンピューターシ

ステムの背後にあるメーカーを巻き込んで

（あるいは巻き込まれて）不毛な議論を

延々と続けることになってしまったという

ことだ。

3.「みずほ」の経営をめぐる根本的問題

以上見てきたように、今回の問題は単な

るシステムの問題ではなく、まさに「みず

ほ」の経営のあり方が問われるべき問題で

あろう。そこには、これから指摘するよう

に企業統合に伴う宿命的な問題、一言で言

えば、対等な統合において経営のリーダー

シップやガバナンスをどのように確立する

か、という問題が重く横たわっている。

A. 「みずほ」の組織統合の経緯

そこでまず、「みずほ」の経営体制がど

のようにでき上がったか、簡単に振り返っ

てみよう。

3行の統合構想が出されたのは、1997～

98年の金融危機を発端に大手銀行といえど

も効率化、経営統合の波から逃れられない

との認識が広がったことであったと思う。

こうした中で99年8月に3行の統合が発表さ

れ、一時は市場からも評価され、3行の株

価も上昇した。ここで問題なのはどのよう

にして歴史のある巨大な3つの銀行を統合

するかであった。

単純な合併は、ポスト等をめぐって果て

しない三つ巴の争いを引き起こす可能性が

高く、いかにして対等の関係を保持するか

がポイントである。その解が、持ち株会社

を設立し、その傘下に2つの銀行をつくる

というアイデアであった。3つの銀行を2つ

の銀行に再編するという案は、(1)DKB、

富士の2つの都市銀行とIBJという長期信用

銀行の顧客特性や機能に応じた再編ができ

ること、(2)会社分割法制が成立間近と

なっており効率的な再編が可能と考えられ

たこと、(3)持ち株会社と合わせれば3つの

トップポストができることなどの点で、受
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け入れやすく、3行のトップが結果的にこ

の方法を採用することになったものと思わ

れる。

こうして2000年秋に持ち株会社、みずほ

ホールディングス（HD）が設立され、3行

統合の第一歩が踏み出された。さらに1年

半かけてフェーズII、すなわち、3つの銀

行を機能別に2つの銀行に再編するという

構想に向けて準備が進められ、この4月を

迎えたわけである。

当初の統合発表からは2年半余り、他の4

大金融グループと比べると十分すぎるくら

いの時間があったにもかかわらず（会社分

割法制の採用という点を割り引いても）、

「みずほ」の統合が最悪の事態を引き起こ

してしまったのはなぜか。次にこの点につ

いて論じたい。

B. 企業統合特有の弊害

i. 「対等」な統合の弊害―ガバナンスの

欠如

まず第1は、「みずほ」は3行対等の立場

で企業統合を目指したが、それに伴い、経

営体制・組織・人事等について3行間の綿

密なバランスがとることが最優先された。

結果、権限と責任が分散し、ガバナンスが

弱まるという欠陥が現れたことである。

経営体制としては、持ち株会社（HD）

が頂点に立ち、傘下の会社に対して株主と

してガバナンスを効かせるという姿が想定

されるところだった。しかし、実際は、

HDにガバナンスを期待できない状況がで

き上がっていった。フェーズI（2000年9月

末のＨＤ設立から2002年3月末まで）にお

いては、HDの下にDKB、富士、IBJの3つ

の銀行がぶら下がり、それぞれの頭取が

HDのCEOを兼務するという体制がとられ

た。副社長以下のその他の経営陣も3行か

ら同数ずつ出され（副社長はHD専任の3名

と傘下銀行の副頭取兼務者3名）、組織のス

タッフも各行イーブンとされた。

このような体制では、よほど明確な理

念・目標を掲げ、相互のコミュニケーショ

ンをスムーズにしないと、合理的で迅速な

意思決定はできない。「対等」を重視する

こと自体は必ずしも否定するものではない

が、その場合は、ガバナンスの確立を意識

した仕組みをつくり込んでおかねばなるま

い。ところが、「みずほ」は、3行の間で突

出した主導権をもつ銀行がなく、3行はあ

くまで対等とされた。そうしなければこの

統合はそもそも成立しなかったといえるだ

ろう。そのような状況の中で、コーポレー

ト・ガバナンスをいかに確保するかは、当

時の経営トップも十分認識していたはずで

ある。「たすきがけはやらない」（杉田HD

前社長）との言明はその表れであろうが、

実際には3行バランス人事に落ち着かざる

を得なかった。そのあたりの問題を意識し

てか、持ち株会社制、会社分割法制を利用

した機能別法的分社経営、社外取締役制の

導入など、経営体制の革新に取り組んだ形

跡はあるが、ガバナンスの確立という観点

からは、少なくとも現時点では見るべき成

果はない。

ii. 組織体制上の問題

特集2 みずほ問題とコーポレート・ガバナンス
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「みずほ」にはこうした仕組みがなかっ

た上、組織的にはむしろガバナンスを弱体

化させる方向に傾いていく。これは、統合

前（フェーズI）だけでなく、統合後

（フェーズII）の現在まで続いている。

まず、フェーズIにおいては、先に見た

ように、HDの下に、DKB、富士、IBJの3

つの銀行がぶら下がり、それぞれの頭取が

HDのCEOを兼務するという体制がとられ

た。そして各行イーブンの経営陣、スタッ

フが配置されたが、傘下の3銀行の既存ス

タッフは基本的にそのまま残されたため、

その影響力がきわめて強く、HDのスタッ

フとの調整が非常に困難な状況が続いた。

傘下の個々の銀行はそれまでとほとんど変

わることなく営業を続けていたから、HD

からくる指示は統合のための準備とはい

え、違和感のあるもの、うっとうしいもの、

あるいは自行の利益を損なうものと受け止

められたようである。このようにHDと傘

下の個々の銀行は コミュニケーションを

よくして協力していこうというインセン

ティブに乏しい状況に置かれていったわけ

である。

HDはこうして現場からの情報が上がり

にくくなる宿命を負ってしまった。となる

と、ますます現場から遊離した指示を出す

という悪循環に陥る。傘下銀行の方は、

HDを信頼できないとして、勝手に振る舞

うことが増えていく。しかも3行が同じベ

クトルをもっていたのならまだしも、それ

ぞれがそれまでの個別の論理で動くという

傾向があったから始末が悪いわけである。

フェーズIIにおいても事態はあまり変わ

らない。引き続き、旧3行のバランスが最

優先されている。HD、BK、CBの3つを

使ってバランス人事が行われているのが実

態である。

なお、今回のシステム障害を機に、みず

ほ銀行では、支店長等について旧富士銀行

出身者をDKBの支店に任命するなど、人

事交流を積極的に行うことを支店長会議で

明らかにしたとのことである。

iii. 3行の利害争いの激化

合併組織内における出身母体間の利害争

いは、いったん始まると手が付けられなく

なることが多い。個々の人間が出身母体お

よびその企業文化・人脈に郷愁を覚える傾

向が強く、それがそもそも異文化を排除し

ようという動きを誘発しやすい。少しでも

そのような動きが見えると相互の信頼関係

が損なわれ、相互不信を助長しやすくなる

からである。銀行は、中央官庁と同様、事

実上の定年が 早い（50歳前後）ため、定

年後のポストの確保は定年間近の行員に

とって重大な関心事であり、これを めぐ

る権益確保はしばしば合併後の組織内対立

の主因となる。

今回のみずほ内部の利害争いもフェーズ

Iに入り、統合作業の具体化が進むにつれ

激化した。HDという統合の要のポジショ

ンにある人たちがそうした争いに巻き込ま

れてしまった。

この原因としては、(1)それぞれが100年

を越す歴史をもつ銀行の統合であり、もと

もと利害対立の排除が大変にもかかわら

ず、その仕組みが工夫されなかったこと
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（2）それぞれの歴史を乗り越え新しい銀行

をつくらなければならないという高い志が

欠如していた、ないしは浸透させられな

かったこと、（3）統合作業を進めるHDに

権力の集中が十分に行われず、傘下の銀行

に権力基盤が基本的に温存されたため、

HDへ行った人たちは、それぞれの出身銀

行の方を見て動かざるを得なかったこと、

さらに、(4)統合に伴う合理化により、銀

行自体はもとより関連会社を含めてポスト

の大幅削減が必至となることから、雇用・

人事へのプレッシャーが高まり、旧3行内

で権益確保の動きが必然的に強まったこ

と、などが挙げられよう。行員の証言によ

れば、人事面で適材適所よりバランスが優

先される事例が目立つという。

D. マネジメント不在

以上のような合併銀行特有の弊害が統合

準備を進める過程で次第に表面化し、つい

には、経営トップもこれをコントロールで

きなくなってしまったばかりか、自らも激

化する利害対立の渦中に巻き込まれていっ

た。コンピューターシステムの決定過程は

まさにその縮図であった。

例えば、統合発表後、統合後のコン

ピューターシステムの採用方針を検討する

に当たって、3行のシステムの比較調査を

経営コンサルティング会社に依頼した。専

門家や実務者は富士のシステムがもっとも

進んでいるという結果がでると見ていた

が、調査報告書はDKB、富士両行のシス

テムに明白な優劣をつけがたいという報告

になり、いったん、DKBのシステムを採

用することで決着を見たということであ

る。 しかし、富士はこの結果に収まらず

巻き返しを画策、2001年秋にシステム統合

をめぐる混乱が表面化、結局、3行のシス

テムをとりあえず残し、リレーコンピュー

ターでつなぐ方式に改められた。

その結果、経営のリーダーシップは弱ま

り、何事も決まらず、先送りが常態化する

ことになった。まさに マネジメント不在

（同時に責任も不在）の状態であった。

この状態は、この4月の統合後も解消し

ていない。システム障害の事後処理、例え

ば、4月9日の衆議院財務金融委員会での参

考人招致で前田HD社長が「利用者に直接

実害が出ていない」と発言、大いにひん

しゅくを買う結果となったことなどをみれ

ばよく分かる。このようなマネジメントの

状況に対し、行内では、全体にモラルの低

下を心配する声も聞かれる。それぞれに責

任をなすりつけあっており、マネジメント

は危機感が乏しいという。行員もそれを見

て、無力感に襲われるという。営業の現場

では、システム障害に伴う顧客からの苦情

に追われ、連日の深夜までの残業や休日出

勤が続く。その一方で、業績の悪化が予想

され、さらなるリストラで先の見えない

日々を送っている。

E. 社内コミュニケーションの悪化

利害対立の激化、マネジメント機能の低

下に伴い、社内のコミュニケーションの悪

化も進んだ。一つ一つの問題をトップから

現場まで共有して前向きの議論をしようと

いう雰囲気が乏しくなっていった。例えば、
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あるみずほコーポレート銀行の幹部は、

「会社分割によるみずほ銀行とみずほコー

ポレート銀行への再編については、顧客利

便等から考えて問題が多いのではないかと

いう議論がかなり早い段階から現場レベル

ではあったが、これを真剣に議論すること

はタブーとされた」と証言している。また、

コンピューターシステムについても、現場

からはさまざまな声が上がったが、それら

を真剣に検討したという話も聞かないとい

う。何か問題にすると、「3行間の微妙な調

整」という言葉で遮られるということがし

ばしばあったと聞く。現場と本部、あるい

は経営陣とのコミュニケーション・ギャッ

プは広がる一方であったようだ。

F. 経営陣をチェックする仕組みの欠如

このように経営に大きな問題がありなが

ら、それを有効にチェックする仕組みがな

い。これは、何も「みずほ」に限ったこと

ではないが、だとしても3行の統合、持ち

株会社による管理という新しい状況の中

で、経営者を選抜する仕組みの確立は不可

欠ではなかったか。現実には、3行および

そのグループ企業も含めて（場合によって

は外部を含めて）どのように経営陣を選ん

でいくか、ルールはなかったに等しい。特

に、統合という重要な仕事を遂行するHD

の経営陣の選抜は、傘下の3行それぞれの

内部で行われたが、統合を高い理念をもっ

て進める力量をもった人を選ぶという視点

が最優先されたかどうか。また、HDは上

場会社であったが、トップ経営者をチェッ

クする仕組みは、持ち株会社制度自体の不

完全さも加わり、不十分だったのではない

か。

このトップ経営者に対するチェック機能

こそ、コーポレート・ガバナンスの中核で

はあるが、こうした事態を招いた背景を振

り返ってみると、その役割を担うべき取締

役会が十分に役割を果たしていなかったと

いうことが言えるだろう。経営陣の中にも

新会社設立を軸に新しいガバナンス体制に

構築するべきとの声はあった。しかし、設

立の発表が行われ、新会社の株主総会が行

われても、旧3行の経営トップが実質的な

経営の実権を握っていた。

「みずほ」の取締役には社外取締役も含

まれているが、社外取締役、さらには社外

監査役も本来の役割をきちんと果たしてい

たとは言い難い。当時の経営陣が社外取締

役に期待したのはチェック機能より、「立

派な社外取締役がいるという事実」、ある

いは「大所高所からのアドバイス」であっ

たのであろう。ただしこれは「みずほ」に

限った話ではなく、多くの日本企業が抱え

る根の深い問題である。

4. 解決策の模索

ヒアリングで印象に残ったのは、こうし

た「みずほ」の改革を現在の経営者の手で

行うことに限界を感じている人が少なくな

いことだ。この際、外部の経営者を招き、

抜本的に手を打たなければ「みずほ」は生

まれ変われない、という声もあった。以下、

こうしたヒアリングの結果を受けて、解決

のための問題提起を試みたい。
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A. みずほ問題の第一は、すでに指摘した

ように、ガバナンスの欠如である。旧3行

間の利害対立を克服し、思い切った改革を

成し遂げることのできる経営のリーダー

シップを確立することが不可欠である。

「みずほ」の内部からこうした動きが出て

くることが本来望ましい。しかし、これは、

現在の内部の状況からして至難の業と言わ

ざるを得ない。優れた経営陣を選抜する

ルールが内部になく、旧3行それぞれの内

部で人事が行われる状況では、現在の首脳

陣を更迭しても、変わりに似たような経営

陣ができる可能性が大きい。

B. 再生には組織の見直しが不可欠であ

る。例えば、みずほ銀行とみずほコーポ

レート銀行という2つの銀行を併存させて

おく必要は顧客利便という観点から見ると

ほとんどないばかりか、かえって弊害が多

いという指摘もある。今の首脳陣は、旧3

行の基本的利害、すなわち現状の固定化し

か念頭になく、人事も3の倍数で員数合わ

せを考えるだけである。必要なのは、この

大金融グループの効率的経営のために必要

な組織、経営体制を旧3行のしがらみを断

ち切って考えることのできる体制、経営陣

をつくりあげることであろう。

C. それには、これまでの経緯からみて、

一時的にせよ外部の有能な経営者に委ねる

というのも選択肢に入れて考える必要があ

るのではないか。また、内部の有能な人材

を活用するにしても、経営者を選抜し、評

価し、必要なら更迭するという厳正なガバ

ナンス体制を構築しなければならない。そ

れには、外部の人間により取締役会を構成

し、トップ人事（選任、評価、更迭）や組

織の見直しを始め、重要事項の検討、討議、

決定を行うようにするというのも一案であ

ろう。

D. もちろん、銀行業務の執行については、

執行役員制を導入して（現体制も執行役員

制を導入済み）内部の人材を活用すること

が適当と思われる。ただし、内部の人材が

出身母体にとらわれない業務遂行をできる

よう指導することは、当然必要である。

E. もっとも、現在の法制下で、どのよう

にしたら外部の人材を投入できるのか、思

案に暮れるところである。問題のある経営

陣を一新することができるのは株主である

が、今の株主にそのような強い危機感や使

命感があるとは思えない。唯一、国がそう

した役割を果たす可能性があるが、現段階

では国も株主としての権限を行使するとこ

ろまで至っていないし、仮にそのような状

況になったとしても、正しい方向に向かう

という保証もない。

F. 結局、内部に改革の必要性を痛感する

勢力が台頭し、そうした使命感を共有する

人たちによるコーポレート・ガバナンスの

確立を待つしかないのだろうか。それを外

部から応援していく、ということなのか。

いずれにせよ、そのときに、外部の適材を

確保することが大きな課題である。

特集2 みずほ問題とコーポレート・ガバナンス

11



5.おわりに

銀行と企業、個人の顧客との関係は食物

連鎖のように複雑で多様に結ばれている。

「みずほ」のシステム障害はその強大な連

鎖破綻の怖さを浮き彫りにした。問われる

べきは、それを過信し、顧客や株主への責

任をあいまいにしたまま旧3行の体質を引

きずり、新しいガナバンスの再構築を遅ら

せてきた経営そのものだろう。「みずほ」

だけが異質なのではあるまい。多くの日本

の経営にみられるコーポレート・ガバナン

スの問題点が、さまざまな論点を含みなが

ら「みずほ」に凝縮されているのではない

か。
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